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車から降りる際、勢いよくドアが 

開いてしまったことはありませんか？ 

【ドア開放事故防止のポイント】 

①左手でドアレバー、右手でドアを持ち、大き
く開かないように注意して風の強さや後

強風時、ドアパンチに注意‼ 
募集
中

 
 
 

            道路    法面 
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交通安全テスト 

問 タイヤの空気圧が不足した状態で
高速走行した際、タイヤが波状に変
形することを「スタンディングウェ
ーブ現象」という。 

 ○か×で答えてください 
⇒解答は左上にあります。 

 

再確認!! 
9 月のおすすめ 

ライト点灯時刻 
17：15 
日没 30 分前が目安 

早めのライト! 

＜事故から得られる教訓＞ 

わずかな傾斜でも車が動くことがあります！ 

周りに人がいたら注意を促し、2次事故を防ごう！ 

～事故防止のポイント～ 

●車から離れるときは、確実にエンジンを
切り、サイドブレーキをかけましょう 

●必要に応じて車輪止めを活用しましょう 

 

＜事故から得られる教訓＞ 

一時停止は止まって終わりではありません。 

左右の安全を確認するとともに、交差道路から走ってく
る車の進行を妨害しないようにしましょう。 

～出会い頭事故防止のポイント～ 

目だけではなく、首を左右に曲げることを意識して、
遠くから走ってくる車がいるかどうか確認しましょう 

CASE STUDY 

 この時期は、日没時間が早くなり、9 月下旬にな
ると、退勤時間帯はもう辺りが暗くなっています。 
 コロナ禍が落ち着き、外出する歩行者も増えつつ
ありますので、日没 30 分前にはライトを点灯し、
前方注視に努め、歩行者事故を防ぎましょう。 

サイドブレーキをかけずに自然後退した車を

止めようとして転落 

  令和 5年 法定講習   

18月 31日(木) 津南町文化センター 

19月  1日(金) クロステン十日町(大ホール) 

10月  5日(木) クロステン十日町(大ホール) 

※収入証紙 4,500 円は当日会場で販売します。 

●安全運転管理者の変更届は十日町警察署交通課へ。 

●代理受講は認められません。 

安全運転管理年間スローガン 

★最優秀作品は県内各地で 1 年間活用されます! 
★入選者には記念品が贈呈されます

【主催】 新潟県安全運転管理者協会 

【内容】 安全運転管理に関するもの 

【応募】 別紙により FAXまたは郵送、1人 2点以内 

  
 秋の全国交通安全運動期間中、安管事業所に
よる街頭広報活動を実施します。班長さんから

要請があった事業所は、ご協力をお願いします。 

■日 時   9月 27日（水） 朝 7：10～8：10 

■服装等  緑帽子・ベスト着用、のぼり旗持参 

スローガン 『 』 

     歩行者の死亡事故激増!!             

8 月 20 日現在、県内の交通事故死者数は「33 人」（前年比

＋３人）、うち歩行者は 12人で前年比 10人増加しています。 

  ます。特に 65 歳以上の方が９人と前年比で７人増え

ており、昼間は交差点、夜間は直線道路での発生が目立っ

ています。 

 

応募〆切 

10/20(金) 
必着 

管内交通事故発生状況（人身事故）（8月 20 日現在） 

発生件数  ２０件 （－１件） 

死 者 数    ０名  （－１名） 

負傷者数  ２３名 （＋１名） ( )は昨年比 

！ 

 

 

8 月 15 日、内閣府令が交付され、延期されてい
た「アルコール検知器を使用した酒気帯びの有無の
確認義務化」が、12月 1日から運用されます。 

アルコール検知器の供給状況が改善傾向
にあると認められたほか、飲酒運転の防止を
図るためには、できる限り早期に、義務化を
施行することが望ましいとされたためです。 

検知器未整備の事業所は、準備をお願いします！ 

アルコール検知器義務化、 

本年 12月 1日から適用開始 

どんな事故？  

サイドブレーキを掛けないまま駐車し、車から離れてい

たところ、車が自然後退。法面から転落するのを止め

ようとしたものの車とともに転落し、骨折の大ケガ。 




